
 

 

 

１．目 的 

  公社立替施行制度とは、公社と市町村との間で協定を締結し、事業主体である市町 

 村に代わり、公社がこれまで培ってきたノウハウを活かし、工事発注から引渡し、事 

 業資金の確保、支払事務まで一貫して市町村の代行を行う制度です。 

 

２．事業費の内容 

この制度による事業費は、建設工事費、設計・工事監理費、施行管理費及び分割払 

手数料（ 分割払いの場合 ）からなり、その内容は以下のとおり 

 

   ○ 建設工事費 

入札で決定した契約額（ 税込み ） 

   ○ 設計・工事監理費 

      設計及び工事監理に係る費用（ 委託料も含む ） 

○ 施行管理費 

      ・ 設計、発注等の業務代行に係る事務手数料 

        ・ 「山形県住宅供給公社受託業務実施要綱」に基づき算出された額 

   ○ 分割払手数料 

      市町村が起債する銀行等引受債（ 縁故債 ）の利率を基準とし、割賦期間 

      に応じて１０分の７から１０分の９までの割合を乗じた利率 

 

２．制度活用のメリット 

① 技術サポート 

技術面における専門的な業務がすべて代行されるため、専門技術職員の 

確保を行うことなく、事業の良質な品質管理が確保される。 

 

② 業務・経費負担の軽減 

請負契約などの契約管理事務をはじめ、支払事務、登記等管理事務など 

代行するため、職員の業務負担軽減、人件費等削減が図られる。 

 

③ 計画的財政運営への活用 

資金面において、施設整備に係る一連の経費を公社が立替払いを行い、 

引渡し後に分割償還を行うことから、計画的な財政運営に活用できる。 

 

３．留意事項 

    この制度の利用にあたり国庫補助又は交付金事業を活用する場合は、当該 

   補助金又は交付金の所管局とこの制度の活用の可否について事前に了承を得 

   る必要があります。 
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【 通常起債事業 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 公社立替施行を活用する場合 】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                          

 

                                     ※全体事業を起債対象事業として採択（認定）を得る。 

                                       県市町村課（起債担当）に事業の適債性、起債対象経費、 

                                                                            その他の整理について事前相談を行う。 
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※立替施行活用の主なメリット 

 公社の技術力・ノウハウ・資金力の活用 

 ◎  技術面の業務を全面的にサポート 

◎  設計・施工監理に係る事務負担の軽減 

◎  入札・発注業務に係る事務負担の軽減 
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通常の起債事業と公社立替施行を活用する場合の比較 
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立替施行の対象とする範囲 

 
 
                                   

 

 

起債事業における立替施行の対象範囲について 



○1  立替施行に係る協定 

※ 分割払いの利率 

・固定 

・分割期間に応じた利率 

  １０年 縁故債利率の７割 

  １５年 縁故債利率の８割 

  ２０年 縁故債利率の９割 
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公社立替施行制度の基本概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物工事施工者 

市町村 

※立替施行活用の主なメリット 

 公社の技術力・ノウハウ・資金力の活用 

 ◎  技術面の業務を全面的にサポート 

◎  設計施工監理に係る事務負担の軽減 

◎ 入札・発注業務に係る事務負担の軽減 

◎ イニシャルコストの軽減（ 工事代等事業費は公社立替 ） 

◎ 費用負担の平準化（ 公社立替の事業費を割賦払い ） 

すまい・まち
づくり公社 

＜ 立替施行 ＞ 

□2  精算 （ 分割払い または 一括払い ） 

※ 支払いの内容 

 ・前金払い（ ４割 ） 

 ・出来高払い 

 ・完成払い 

… 業務の流れ 

… 資金の流れ 

公社立替施行制度の基本概念図 


